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「神宮外苑地区市街地再開発事業環境影響評価書」におけるイチョウ並木の現況調査

に関する虚偽の報告、及び事業に伴う環境影響評価の欠落に関する、 

東京都環境影響評価審議会における科学的、公明正大な審議と再審の要請 

 市街地再開発事業が進められている神宮外苑は、世界に誇る文化的資産（Cultural 

Heritage）です。現在、神宮外苑を象徴するイチョウ並木で、地球温暖化に伴う気象変化に

加えて不適切な土地利用が原因と推測される、深刻なイチョウの衰退が進行しています。こ

の問題は、日本イコモスが指摘し、また事業者におかれましても、「認識していた」と回答

されています。しかしながら、2023 年 1 月 20 日に提出、受理された環境影響評価書では、

審議会委員からの度重なる要請を踏まえて 2022 年春に追加調査が実施されたにも関わら

ず、イチョウ並木に関しては 5 年前のデータがそのまま提出され、見直されることはあり

ませんでした。2023 年 12 月末に至っても事業者からの報告は全く行われていません。 

環境影響評価書における、①イチョウの現状分析における虚偽の記載、②野球場建設によ

る影響の分析、及びこれに基づく緩和・回避策の欠落、③根系調査の非公開、④「移植不可」

資料３
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と判断されている秩父宮ラグビー場のイチョウの対応等の根本的問題が明らかにされてい

ないため、東京都環境影響評価審議会の再審が必要と考えます。  

日本イコモス国内委員会は、環境影響評価法の精神に基づき、事後報告ではなく、正しい

現況分析と影響評価が行われるべきであるとの主旨から、令和 4 年 11 月～令和 5 年 11 月

にイチョウ並木（146 本）の調査をおこないました。その結果、令和 4 年には著しい衰退が

みられるイチョウは 1 本、要注意と判断されるイチョウは 5 本でしたが、令和 5 年には衰

退が更に進み 4 本に増大し、要注意のイチョウは 4 本となっていることが明らかになりま

した。これは、並木沿道の人的利用の影響に加えて、東京においては、2023 年には、観測

史上、はじめての猛暑日の連続を記録しており、地球温暖化の影響がイチョウに顕著に表れ

ているものと考えられます。 

今後、再開発が進展し、イチョウの直近に神宮球場が建設され、水循環が遮断され、日照、

通風条件が悪化すれば、イチョウ並木の永続的保全は、極めて困難になると推察されます。 

事業者におかれましては、イコモス（International Council on Monuments and Sites ：

国際記念物遺跡会議）が、2023 年 9 月 7 日に発した「ヘリテージ・アラート」Heritage Alert 

Jingu Gaien - International Council on Monuments and Sites (icomos.org) に、真摯に回答される

ことを要望いたします。 

東京都知事小池百合子様におかれましては、東京都環境影響評価条例第九十一条 

第一項第五号の規定に基づき、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告をお願 

い申し上げます。また、事後報告ではなく、環境影響評価審議会の再審を要請致します。 

環境影響審議会において再審が行われ、多くの市民が納得できる公明正大な科学的論議

が尽くされるまで、「大量の樹木の伐採」は行わないよう、事業者への指導をお願い申し上

げます。 

                                     敬具 

 

＜追記＞ 

イチョウの現況調査、「移植検討」（秩父宮ラグビー場）、根茎調査等につきましては、こ

れまで十分な時間があり、また、再三の要請を行ってまいりましたので、2024 年 1 月 20

日までに、御回答を賜りたく、お願い申し上げます。 

 

 

以下、秩父宮ラグビー場エントランスのいちょうに関する検討内容の要請書

のみ 抜粋 

 

 

 

 

https://www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/125573-heritage-alert-jingu-gaien
https://www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/125573-heritage-alert-jingu-gaien
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 ３．環境影響評価書では「移植不可能」と判断されている港区道 1107 号線（秩父宮ラグ

ビー場入口）のイチョウについて 

 

（１）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）のイチョウの現状と 

    「移植検討」の内容の公開の要請 

  4 列のイチョウ並木の青山口から、左手に分岐する 2 列 18 本のイチョウ並木は、明治 

神宮が掲げておられる碑文にも明示されているように、折下吉延先生が育てられた同じ 

苗木から成長したもので「兄弟木」と言われています。 

 戦前は、女子学習院の正門に至る並木道で、正門前には、イチョウに加え、天然記念物 

として名高かったヒトツバタゴやスダジイが植栽され風格のある景観を形づくっていま 

した。今般の市街地再開発事業により、当該地は、神宮球場として計画されているため、 

イチョウ並木は存続することが許されない計画となっており、当初は、すべて「伐採」で 

したが、世論の大きな反対運動の展開から、現在は「移植検討」とされ、中央広場への移 

植が計画されています。 

 しかしながら、2023 年 2 月に施行認可がおりましたが、「移植検討」の内容は、全く 

開示されておりません。これは、本来、検討結果が開示され、環境影響評価審議会で検討 

を行うべき重要課題であり、決して「事後報告」として報告される課題ではありません。 

 日本イコモス国内委員会は、環境影響評価書（2023 年 1 月 20 日）では、すべて「移 

植不可」と診断されている 18 本のイチョウについて、どのような検討が行われているの 

か、緊急に情報の開示が必要であると考えます。イチョウは、均一ではなく、1 本 1 本異 

なっています。このため、個別のデータシートを作成しておりますので、現状を踏まえて 

「移植検討」の内容について、事業者からの報告を公表していただきたく、お願い申し上 

げます。また、移植の具体的方法、仮植場所、中央広場における最終的計画図を判読可能 

な縮尺で御提示ください。環境影響評価書に記載されている計画図は、弓なりのイチョウ 

並木の大きさが過少に描かれており、隣接する移植木と競合する配置となっております。 

判読可能な図面を提示されますことは、環境影響評価書の基本であると存じます。 

 なお、18 本のイチョウ並木の番 

号は、毎木調査の番号も記載いた 

しますが、図５の通り E 列１~１８ 

番としてデータシートをまとめま 

した（2022 年 11 月調査）。 

 恐縮ですが、事業者からの御回 

答は、2024 年 1 月 20 日までにお 

願い申し上げます。 

                 図５ 港区道 1107 号線のイチョウ並木の番号 
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 なお、環境影響評価書（2023 年 1 月 20 日）には、18 本のイチョウは、すべて「移植検

討」と記載されていますが、データシートにおける樹木医の診断の項は、「移植不可」とな

っています。現時点で、公開されている内容は、以下の 2 点のみです。 

 ①「公園まちづくり制度提案資料」2020 年 2 月では、「港区道 1107 号線沿いの銀杏の移

植は困難であると考えられる」（112 頁）という検討内容となっています。 

 ②環境影響評価書 337 頁では、「伐採」から「移植可」になった樹木の判断根拠につい

て記載されているが、「移植検討」については、全く記載されていません。 
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     引用：「公園まちづくり制度提案資料」2020 年 2 月 112 頁 

１）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 1 番のイチョウ 

      

    表 17 E-1 番のイチョウ（毎木調査番号 B-11） 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-1,毎木調査番号 B-11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICOMOS Japan 
c/o Japan Cultural Heritage Consultancy 

2-5-5-13F Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0003, Japan. 

Tel&Fax: +81-3-3261-5303 

E-mail: jpicomos@japan-icomos.org 

8 

 

 

２）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列２番のイチョウ 

         表 18 E-２番のイチョウ（毎木調査番号 B-12） 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 204 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-2,毎木調査番号 B-12） 
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３）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 3 番のイチョウ 

          

表 19 E-３番のイチョウ（毎木調査番号 B-13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過していますの 

で、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 20 日までに、 

お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-3,毎木調査番号 B-13） 
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４）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 4 番のイチョウ 

         

          表 20 E-4 番のイチョウ（毎木調査番号 B-14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過していますの 

で、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 20 日までに、 

お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-4,毎木調査番号 B-14） 
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 ５）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列５番のイチョウ 

 

表 21 E-5 番のイチョウ（毎木調査番号 B-15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過していますの 

で、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 20 日までに、 

お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-5,毎木調査番号 B-1５） 
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６）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列６番のイチョウ 

 

表 22 E-6 番のイチョウ（毎木調査番号 B-16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過していますの 

で、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 20 日までに、 

お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-6,毎木調査番号 B-16） 
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７）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列７番のイチョウ 

 

     表 23 E-7 番のイチョウ（毎木調査番号 B-17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-7,毎木調査番号 B-17） 
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８）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列８番のイチョウ 

 

      表 2４ E-8 番のイチョウ（毎木調査番号 B-18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-8,毎木調査番号 B-18） 
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９）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列９番のイチョウ 

 

    表 25 E-9 番のイチョウ（毎木調査番号 B-19） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-9,毎木調査番号 B-19） 
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 10）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 10 番のイチョウ 

 

       表 25 E-10 番のイチョウ（毎木調査番号 B-20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は B となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-10,毎木調査番号 B-20） 
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11）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 11 番のイチョウ 

 

       表 26 E-11 番のイチョウ（毎木調査番号 B-21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は B となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-11,毎木調査番号 B-21） 
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12）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 12 番のイチョウ 

 

        表 27 E-12 番のイチョウ（毎木調査番号 B-22） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-12,毎木調査番号 B-22） 
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13）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 13 番のイチョウ 

 

        表 28 E-13 番のイチョウ（毎木調査番号 B-23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-13,毎木調査番号 B-23） 
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14）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 14 番のイチョウ 

 

      表 29 E-14 番のイチョウ（毎木調査番号 B-24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は B となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-14,毎木調査番号 B-24） 
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15）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 15 番のイチョウ 

 

        表 30 E-15 番のイチョウ（毎木調査番号 B-25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は B となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-15,毎木調査番号 B-25） 
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16）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 16 番のイチョウ 

 

      表 31 E-16 番のイチョウ（毎木調査番号 B-26） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-16,毎木調査番号 B-26） 
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17）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 17 番のイチョウ 

 

       表 32 E-17 番のイチョウ（毎木調査番号 B-27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-17,毎木調査番号 B-27） 
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18）港区道 1107 号線（秩父宮ラグビー場エントランスの並木）E 列 18 番のイチョウ 

 

      表 33 E-18 番のイチョウ（毎木調査番号 B-28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価書では、活力度は A となっています。移植は「不可」。理由は、「幅 1.5m の 

狭い植栽帯に根系充満。根鉢確保困難」と記載されています。評価書提出より、1 年が経過 

していますので、現時点での検討内容の公表をお願いいたします。（御回答は 2024 年 1 月 

20 日までに、お願いいたします。） 

 

御回答記入欄（E-18,毎木調査番号 B-28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


